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保安統括者等の解任命令

　市長は、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者が法令の規定
に違反したとき、又はその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防
止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第１種製造者若しくは第２種製造者、販売
業者又は特定高圧ガス消費者に対し、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取
扱主任者の解任を命ずることができます。

高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第34条
(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/)

高圧ガス保安法第34条
　都道府県知事は、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこ
の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を
行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると
認めるときは、第27条の２第１項第１号若しくは第２号若しくは第27条の４第１項第１号若
しくは第２号に掲げる者、販売業者又は特定高圧ガス消費者に対し、保安統括者等若しくは
その代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任を命ずることができる。
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